
文教警察委員会会議記録 

 

文教警察委員長  阿部 長夫   

 

１ 日 時 

   令和４年４月２０日（水） 午後１時３３分から 

                午後４時１５分まで 

 

２ 場 所 

   第２委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

阿部長夫、衛藤博昭、志村学、高橋肇、守永信幸、馬場林、麻生栄作 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   な し 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   教育長 岡本天津男、警察本部長 松田哲也 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）令和４年度行政組織及び重点事業等について、執行部から説明を受けた。 

（２）治安情勢について及び令和４年３月大分県立高等学校の大学等入試結果について、執

行部から報告を受けた。 

（３）県内所管事務調査の行程について決定した。 

（４）県外所管事務調査について協議した。 

（５）委員会資料について、今後の委員会ではタブレットによる説明を原則とし、紙資料は 

原則使用しないことを決定した。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記  

   議事課議事調整班   主任 井上友香 

   政策調査課調査広報班 主任 甲斐雅俊 



文教警察委員会次第 

 

日時：令和４年４月２０日（水）１３：３０～ 

場所：第２委員会室             

 

１ 開  会 

 

 

２ 警察本部関係                      １３：３０～１４：３０ 

（１）治安情勢について 

（２）令和４年度行政組織及び重点事業等について 

（３）その他 

 

 

３ 教育委員会関係                     １４：３０～１６：００ 

（１）令和４年度教育委員会組織及び重点方針等について 

（２）諸般の報告 

   ①令和４年３月大分県立高等学校の大学等入試結果について 

（３）その他 

 

 

４ 協議事項                        １６：００～１６：０５ 

（１）県内所管事務調査について 

（２）県外所管事務調査について 

（３）その他 

 

 

５ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

阿部委員長 ただいまから、委員会を開きます。 

 これより、警察本部関係の説明に入りますが、

本日は初めての委員会でもあるので、まず私か

ら御挨拶を申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

阿部委員長 では、委員の皆さんの自己紹介を

お願いします。 

  〔委員自己紹介〕 

阿部委員長 次に、事務局職員を紹介します。 

議事課の井上君です。（起立挨拶） 

政策調査課の甲斐君です。（起立挨拶） 

続いて、執行部の自己紹介をお願いします。 

〔警察本部長挨拶〕 

〔幹部職員自己紹介〕 

阿部委員長 ありがとうございました。それで

は、最初に治安情勢について執行部の説明を求

めます。 

松田警察本部長 県下の治安情勢と県警察の取

組について、御説明します。 

 お手元の文教警察委員会説明資料の２ページ

を御覧ください。 

 県警察では、本年の運営方針を県民とともに

歩む力強い警察、サブタイトルを「日本一安全

な大分」の実現に向けてとしています。 

 また、業務目標として刑法犯認知件数過去最

少、特殊詐欺被害件数過去最少、交通事故死者

数過去最少、重要犯罪の完全検挙の４点を掲げ、

これらを達成するため、総合的な犯罪防止に向

けた各種対策の推進など７項目を業務重点とし

て取り組んでいます。 

 それでは、県下の治安情勢について、業務重

点に沿って御説明します。お手元に配布のＡ３

版の資料令和３年大分県警察業務重点等の推進

結果を御覧ください。 

 まず、業務重点推進状況の一つ目、１総合的

な犯罪防止に向けた各種対策の推進についてで

す。 

 令和３年中における刑法犯認知件数２，８８

７件で、前年より２００件減少し、２年ぶりに

過去最少を更新しました。 

 地域の安全度を示す犯罪率は、全国第５位、

検挙率は全国第１９位となっています。 

 昨年は、地域の実態に即した効果的な犯罪防

止対策を推進したほか、防犯ボランティア団体

等の活性化や街頭防犯カメラの設置促進等によ

り、地域の防犯力の強化や犯罪の起きにくい環

境づくりに取り組んできました。 

  本年も、引き続き関係機関や団体と連携し、

効果的な犯罪防止に向けた取組を推進していき

ます。 

 次に、その下の特殊詐欺の被害状況について

です。 

 昨年の特殊詐欺被害件数は１５０件で、前年

より３８件増加しましたが、被害額は約８，１

７９万円で、前年より約２億１，２１９万円減

少し、過去最少となりました。 

 昨年は、大分県特殊詐欺等被害防止条例の周

知に努めながら、これまでの取組を継続して実

施するとともに、日本昔話をモチーフにした４

コマ漫画による注意喚起チラシや動画を活用し

て各種広報啓発に取り組んできました。 

 本年も、引き続き金融機関やコンビニ等と連

携した水際対策や効果的な広報啓発活動等を行

うなど、オール大分による取組を強力に推進し

ていきます。 

 次に、その右２子供・女性・高齢者の安全確

保と少年の非行防止・保護対策の推進について

です。 

 声掛け事案は、一昨年大幅に減少しましたが、

昨年は３６９件で前年と比べて２５件増加しま

した。 

 県警察では、子供の登下校時の安全を確保す

るため、登下校防犯プランに基づき、教育委員

会や学校、ＰＴＡ、地域住民等と連携し、通学

路の安全点検や積極的な情報提供等に努めてき

ました。 

 本年も、引き続き関係機関等との連携を密に

し、子供の安全確保に向けた取組を推進してい
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きます。また、ストーカー・ＤＶ事案の対応件

数はいずれも減少しました。引き続き、警察署

と本部が連携し、被害者等の安全確保を最優先

に、迅速かつ的確な対応を推進していきます。 

 次に、３交通死亡事故の抑止についてです。 

 昨年の交通事故死者数は３６人で、過去最少

を３年ぶりに達成するとともに、交通事故件数

は２，３６０件で前年より７７件減少、負傷者

数は２，８３２人で前年より１８８人減少する

など、いずれも１７年連続で減少しました。 

 また、資料にはありませんが、負傷者のうち

重傷者数は２５４人で過去最少を更新していま

す。こうした成果は、交通死亡事故や重傷事故

につながりやすい横断歩行者妨害や速度超過等

に対する交通指導取締りをはじめ、各種対策の

成果であると考えています。 

 一方で、交通死亡事故に占める高齢者の割合

は依然として高い水準で推移しており、高齢者

に対する被害や加害両面からの交通事故防止対

策を強力に推進していく必要があると考えてい

ます。 

 本年も、関係機関、団体等との緊密な連携の

下、効果的な交通事故防止対策を推進していき

ます。 

 次に、下段左の４悪質・重要犯罪等の徹底検

挙についてです。 

 令和３年中における殺人や強盗等を含む重要

犯罪の認知件数は５６件、検挙件数は５２件で

した。検挙した事件の中には、長期未解決とな

っていた宇佐市安心院で発生した強盗殺人事件

があります。 

 検挙率については９２．９％で、全国平均の

９３．４％を０．５ポイント下回り完全検挙に

は至りませんでしたが、未検挙となっている４

件は強制わいせつ事件で、現在も継続捜査中で

す。一部の事件は、今年に入り、既に検挙して

います。 

 本年も、本部と警察署が一体となった取組に

より、県民に大きな不安を与える悪質・重要犯

罪等の徹底検挙に努めていきます。 

 次に、その右５暴力団等組織犯罪対策の推進

についてです。 

 県内の暴力団については、１５の団体、約１

３０人の構成員等を把握しています。 

  昨年中は、宮崎県警との合同捜査による六代

目山口組四代目石井一家総長らによる組織的殺

人未遂事件や、日田市内の暴力団事務所に対す

る火炎瓶投てき事件など、計５７名を検挙しま

した。 

 そのほか、暴力団対策法に基づく行政命令の

発出などを通じて、暴力団の対立、分裂抗争の

拡大を防あつするなど、一定の効果を上げるこ

とができました。 

 本年も、六代目山口組をはじめとした暴力団

等の取締りを徹底するとともに、県民、関係機

関と一体となった暴力団排除活動等を推進して

いきます。 

 次に、６災害、テロ等緊急事態対策及び大規

模警備諸対策の推進についてです。 

 昨年、県内で大規模災害の発生はありません

でしたが、頻発する豪雨災害や懸念される南海

トラフ地震など、大規模災害が発生しても対応

出来るよう関係機関と合同で実戦的訓練を行う

など対処能力の向上に努めました。 

 今年に入り、１月２２日未明には日向灘を震

源とした地震が発生しましたが、引き続き、懸

念される大規模震災に備え、関係機関との連携

を一層強化し、大規模災害対策、警備諸対策を

推進していきます。 

 最後に、７働き方改革の推進による県民本位

の活力ある警察組織の構築についてです。 

 昨年は、一昨年に続いてコロナ禍ということ

で、これまで以上に、部内の会議や決裁等、日

常業務の在り方を見直すこととなりました。 

 その結果、部内会議や研修、採用募集活動等

をオンラインで行う新たな試みを行い、今後に

向けた確かな手応えを得ることができました。 

 そのほかにも、旅費事務等のシステム化によ

り、着実に業務の合理化・効率化を進めること

ができました。 

 人口減少、少子高齢化が進む中、限られた人

的資源で日本一安全な大分を実現するためには、

社会の変化に対応した警察組織の構築を進める

必要があります。 
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 このことから、ＩＴ等を活用した業務の合理

化・効率化や優秀な人材の確保や育成等を、よ

り一層推進していきます。 

阿部委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見などはありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別に、質疑もないようですので、

次に、警察本部関係の令和４年度行政組織及び

重点事業等について、執行部の説明を求めます。 

佐藤警務部長 大分県警察の組織の概要につい

て御説明します。 

 お手元の文教警察委員会説明資料の３ページ

を御覧ください。 

 なお、今春の組織改編の概要もあわせて御説

明しますので、机上に配布の令和４年春の組織

改編概要についても御覧ください。 

 県警察は、警察行政の民主的運営と政治的中

立性を確保するため、公安委員会の管理の下に

警察本部及び１５の警察署で構成されています。 

 警察本部は、警務部、生活安全部、刑事部、

交通部及び警備部の５部に、２６課１所３隊を

設置しています。そのほか警察学校を附置して

います。 

 それでは、警察本部の部ごとに御説明します。 

 警務部は、総務課、広報課、会計課等の９課

で構成しています。 

 警務部では、組織・人事管理、働き方改革や

情報セキュリティ対策、健康管理対策等を推進

しています。 

 今春の組織改編により、デジタル化関連施策

を的確に推進するため、警務課にデジタル化推

進係を新設しています。 

 次に、生活安全部は、生活安全企画課等５課

で構成しています。 

 生活安全部では、総合的な犯罪防止対策、子

供・女性・高齢者の安全確保、サイバー犯罪対

策等を推進しています。 

 刑事部は、刑事企画課等５課１所で構成して

います。 

 刑事部では、悪質・重要犯罪等の徹底検挙へ

の取組や暴力団等組織犯罪対策等を推進してい

ます。 

 今春の組織改編により、経済的不正事件に対

する捜査をより一層推進するため、捜査第二課

の体制を強化しています。 

 また、組織的に敢行されている特殊詐欺の捜

査に的確に対応するため、特殊詐欺の捜査に関

する事務を捜査第二課から組織犯罪対策課に移

管しています。 

 交通部は、交通企画課等４課２隊で構成して

います。 

 交通部では、高齢者や子供等に対する交通安

全教育、交通指導取締り等交通事故防止対策を

推進しています。 

 最後に警備部は、警備企画課等３課１隊で構

成しています。 

 警備部では、災害、テロ等突発重大事案対策

を中心とした取組を推進しています。 

 今春の組織改編により、災害発生時における

警察ヘリの迅速かつ的確な運用を図るため、航

空隊を生活安全部地域課から警備運用課に移管

しています。 

 また、テロ等重大事案の発生を未然に防止す

るため、警備企画課の体制を強化しています。 

 次に、説明資料４ページを御覧ください。 

 警察署は、大分中央警察署、大分東警察署等

１５警察署です。 

 今春の組織改編により、各種捜査支援体制を

強化するため、刑事企画課捜査支援室の体制を

強化するとともに、警察署の業務負担軽減及び

交通規制業務の適正化を図るため、交通規制課

に支援・指導係を新設しています。 

 説明資料５ページ以降の分掌事務については、

説明を割愛します。 

小野会計課長 令和４年度警察費当初予算の概

要について御説明します。 

 お手元の資料令和４年度警察本部予算概要の

２ページを御覧ください。 

 令和４年度警察本部の当初予算額は、警察本

部①の計の欄に記載のとおり２６８億４千万３

千円です。 

 これを令和３年度当初予算額と比較すると、

表の一番右の前年度対比の欄に記載のとおり５
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億５，２０１万５千円、率にして２．０％の減

額となっています。 

 この減額は、国東警察署整備事業の終了など

によるものです。 

 それでは、主要な事業等について予算概要に

沿って御説明します。 

 ６ページを御覧ください。警察本部費です。 

 事業名欄の給与費２１０億７，２０１万１千

円については、警察官２，０９２人、一般職員

３４５人、計２，４３７人に対する給料、各種

手当等の人件費です。 

 ８ページを御覧ください。 

 事業名欄の県民の安全を守る人的基盤強化事

業費９５１万７千円については、予算特別枠に

よる事業です。 

 これは優秀な人材の確保のため、Ｔｗｉｔｔ

ｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅ等のＳＮＳに採用募集動

画等を掲載し、ホームページに誘引するなどの

広報活動や、採用オンライン説明会で使用する

パソコンの整備等を図るほか、若手を中心とし

た職員の職務執行能力向上のため、リモート教

養で使用する大型モニターの整備などを行うも

のです。 

 １０ページを御覧ください。警察施設費です。 

 事業名欄上から二つ目の交通安全施設整備費

８億６，５２４万２千円については、道路交通

の安全を確保し円滑化を図るため、信号機や道

路標識など交通安全施設の整備を行うものです。 

 その下、思いやりの横断歩道整備事業費８，

５７０万９千円については、摩耗の進んだ横断

歩道等の標示を更新するとともに、夜間の横断

歩行者を守るため、老朽化した人感ライトのＬ

ＥＤ化を進めるものです。 

 １１ページを御覧ください。運転免許費です。 

 事業名欄上から二つ目の免許台帳ファイリン

グシステム等整備事業費５，６７７万３千円に

ついては新規事業です。 

 運転免許台帳のデータを管理するとともに、

再交付申請時の本人確認等に使用するシステム

の更新整備を行うものです。 

 １３ページを御覧ください。警察活動費です。 

 事業名欄上から二つ目の特殊詐欺等水際対策

強化事業費１，７０５万２千円については、特

殊詐欺の手口に対応した取組を強化するための

経費です。 

 このうち新規項目については、多様化する特

殊詐欺の手口について、高齢者等に分かりやす

く周知するための動画を作成し、テレビＣＭ等

での広報に活用するほか、子から親へ注意喚起

の手紙を送るためのレターセットを作成し、配

布するものです。 

  その二つ下、空き交番・県民安全相談対策事

業費７，４５６万６千円については、空き交番

の解消及びパトロールの強化を図るため、交番

相談員を１名増員し、２１名の配置とするほか、

警察安全相談員８名を継続配置するものです。 

 事業名欄一番下の災害対応能力強化事業費２

０万８千円については新規事業です。 

 これは、災害時の被害状況等を把握するため、

県警ヘリコプターぶんごに搭載したテレビカメ

ラ等のヘリコプターテレビ伝送システムを更新

するものです。 

 本年度からの２か年事業であり、令和４年度

は、入札、契約、工場への検査等を行います。

令和５年度に工事等完了を予定しているため、

債務負担行為限度額として５億１，３００万円

を設定しています。 

 １４ページを御覧ください。 

 事業名欄中段の装備資器材等充実強化費１億

２７２万５千円については、各種先端装備資器

材等の整備に要する経費です。 

 これは、重要犯罪等の捜査に迅速かつ的確に

対応し、早期解決を図るための装備資器材のリ

ース料等に加えて、一部予算特別枠として、デ

ジタル映像等の解析処理の高度化を図るための

機器整備等を行うものです。 

 その下、警察業務効率化推進事業費４，６７

８万４千円については、複雑多様化する治安情

勢に的確に対応するためのシステム等の整備に

要する経費です。 

 このうち新規項目については、文書の作成や

決裁等をシステム上で行い、文書管理事務の合

理化、効率化を図るための文書管理システムの

整備を行うものです。 
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 １５ページを御覧ください。 

 事業名欄一番下の交通事故防止総合対策事業

費６，０３９万３千円については新規事業です。 

 このうち一部予算特別枠としては、高校生に

よる交通安全動画コンテストを開催し、上位作

品をテレビＣＭ等での広報に活用するほか、老

朽化した交通安全教育車セーフティぶんごを更

新し、より効果的な交通安全教育を実施します。 

 さらに高齢者には、道路交通法の改正により

新設される運転技能検査の内容等を郵便で周知

するなど、総合的な交通安全対策を実施するも

のです。 

 １６ページを御覧ください。 

 事業名欄一番下の第４５回全国育樹祭警備対

策事業費３，５２４万６千円については、令和

４年１１月に開催予定の第４５回全国育樹祭に

伴う警備に必要な各種機材の借上げや、部隊員

等に係る超過勤務手当等の経費です。  

阿部委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見などはありませんか。 

衛藤副委員長 予算概要の６ページに給与費に

ついてです。警察官２，０９２人とあります。

今じゃなくて結構ですが、都道府県で人口当た

りで比較すると、大分県はどれぐらいの水準な

のか、次回の委員会でもし分かれば、教えてい

ただければと思います。 

 あと、１０ページの交通安全施設整備費につ

いては地域の皆様から信号設置の御要望をよく

いただきます。議会でも毎回話にあがっていま

す。いつも必要なものはきちんと個別に対応す

ると話があります。それも非常にありがたいで

すが、実際問題としてやっぱり毎年積み残しが

出てくるのが正直なところなので、長期的に見

ていただき、今後とも総枠の多めの確保をお願

いできればと思います。 

 交通に関してですが、私は地元が大分市で交

通渋滞が非常に激しいエリアです。ちょうど県

庁でもＤＸを進めているように、例えばカメラ

やセンサーで信号を切り替えるなど、今後そう

した新しい技術の導入に伴うモデル事業も検討

していただければという要望です。よろしくお

願いします。 

足達警務課長 １点確認ですが、警察官の水準

というのは定数の水準でよろしいでしょうか。

さきほど給与に絡めて（「ああ、そうですね」

と言う者あり）いただいた…… 

衛藤副委員長 定数というか、今実際にいる人

数が人口当たりどれぐらいなのか。定数に充足

しているかどうか、すみません、私も存じ上げ

ないのですが。 

足達警務課長 警察官の定数、実際にいる者は

実員と言いますが、定数条例等で定めた範囲内

になっています。 

 全国的に見て水準はどうなのかは、いろんな

切り口があると思いますが、その一つに負担率

があります。警察官１人当たりどのくらいの県

民に対して治安サービスができるかですが、全

国平均が、令和３年４月の段階で警察官１人当

たり４９８人です。大分県警察は５５６人で、

平均よりも負担が大きい状況となっています。 

 全国的に見ると、多いのは埼玉県で６４９人

ですが、最小は警視庁の３２４人となっていま

す。九州では、一番多いのは熊本県で５８０人、

一番少ないのは長崎県で４４４人です。 

 大分県の人口から、負担率だけで言えば、ど

れくらいの警察官がいれば適当なのかというこ

とになると、今、大分県警は２，０９０人の定

数なので、あと１４０人ほどの警察官が増員さ

れれば、全国平均になる計算です。 

渡邉交通部長 信号の設置について回答します。 

 まず、信号設置の要望は、以前は年間１００

件を超えていましたが、昨年は５７件、今年は

７２件と減少傾向にあります。 

 しかし、設置については令和元年が２４か所、

令和２年が８か所、昨年は２か所と減少してい

ます。これは、国で定めている信号機の設置に

関する指針があり、これに基づいて精査しなが

ら設置しているからです。いろんな基準があり、

１時間当たり車両が何百台か、幅員が５メート

ル以上あるか、信号機を設置する場所があるか、

歩行者の滞留場所があるか、そういうのを検討

しながら精査しています。本年は７２の要望が

あり、今のところ２か所設置することとなって
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います。他の場所はそういった基準を満たして

おらず、設置は困難と判断しています。 

 また、そういった設置ができない場所につい

ては当然、交通事故の発生状況、交差点の形状、

交通量等を調査しているので、規制なり代わり

の対策を取るようにしているし、また、設置要

望者に対しては、そういった設置できない理由

を含めて説明をして理解を得るようにしていま

す。 

 それから、あと１点の渋滞対策等については、

今、車両感知器が県内１，３００か所ほど設置

しており、管制センターで車両台数とか渋滞状

況を把握して、必要な信号調整等を行っていま

す。 

 また、国から話があれば、そういった技術の

導入を検討していきたいと思います。 

阿部委員長 ほかに御質疑等ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 以上で予定されていた案件は終わ

りましたが、この際、ほかに何かありませんか。 

高橋委員 特殊詐欺の県民からの通報の件につ

いて、実はある支援者から話がありました。具

体的な話をします。 

 時期ははっきりしないですが、３月末頃、大

分県の広報課ですと言って電話がかかってきた。

６５歳以上の年金生活者に生活支援金を支払う

ことが決まりました。御希望の方はダイヤルマ

ルマル番を押してくださいと、これはテープに

録音された女性の声で２回流れた。おかしいな

と思っていたら、その後、切れた。その方の電

話の着信履歴で相手の電話番号が８８の何ぼと

出たので、これはどうも日本国内じゃないなと

思って、お昼過ぎに地元の警察署にその件で電

話をかけた。この方は地域の区長をされていて、

日頃から警察の地域課といろいろやり取りをす

ることが多いので、警察署からの広報紙を見て

地域課に電話をかけると担当課へお回しします

と言われ、担当の刑事が出られたそうです。私

はどこそこの区長をしている何々ですと名乗り、

今こういうことがありましたと話したら、その

担当の刑事が、今からお伺いして写真を撮って

いいですかと言った。そこまでは区長も想定を

していなかったので、いや、今から出かけるの

でそれはできないと、自分がメモをした電話番

号がこれですと伝えたそうです。そしたら、そ

の刑事にまた名前を聞かれたので答えた。その

次に、生年月日を聞かれて、えっ、何で生年月

日が必要ですかと感じた。それから、電話番号

も聞かれ、何か不信に思うじゃないけれど、そ

こら辺は若干曖昧に答えたそうです。 

 いくつかやり取りをしていて、どうも話のら

ちが明かなくなり、最終的に担当の刑事にもう

いいですみたいな感じで言ったら、それでは証

言を拒否するんですねというような言われ方を

したと。自分は区長として、区の人たちのため

を思って電話をかけたのに、何かそういう言わ

れ方をして、何で自分がそんなことを言われな

いといけないのかと不信に思った。これじゃ、

何かあっても誰も警察に今後通報しなくなるん

じゃないかなと、その後、二、三やり取りした

後に電話を切られたそうなんです。何となく自

分が疑われているように感じたと言っていまし

た。 

 確かに、いろんな電話を受ける中で、中には

いたずらと思われるような信憑性が薄い電話も

あったりして、その担当の刑事もかなり慎重に

なられていたかもしれないですが、せっかくこ

れはと思って情報を提供したら、そんな対応を

されたので、それぞれの警察署、または担当者

ごとに違うのかもしれないですが、こういう通

報があったときの対処は、今、一体どうなって

いるのかですね。大体県下どこの警察署もこう

いう対応をしなさいというマニュアルがあるの

かどうか。今回のような対応は警察本部として

はどう考えるのかと思いました。すみません、

長くなりました。 

甲斐刑事部長 今お聞きした限りでは、うちに

不手際があったような感じもありますが、これ

は中身を確認させてください。 

 一般的にはこの種の通報があった場合には、

簡単なメモ形式の被害の確認表というのがあっ

て、それに沿って中身を確認していきます。今

お話があったように、どういった番号から通報

があったのか、どのような内容であったのか、
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また、電話がかかってきた方はどなたであった

のかを確認するので、住所とか電話番号をお尋

ねすることはあるかと思いますが、その後に出

てきた証言がうんぬんというのは、ちょっとこ

れは私も首をかしげる話なので、中身を確認し

て、必要であれば個別に対応させていただきた

いと思います。よろしくお願いします。（「じ

ゃ、よろしくお願いします」と言う者あり） 

志村委員 これから１年間のお付き合いですが、

本部長も大分県に対する思いがあると思います。

やはり１年、２年といていただくと、大分県の

状況もよく御理解いただけるし、いろんな施策

も継続だけでなく、やはり自分の思いも入って

くると思います。 

 そういう意味で、せっかく大分県に来ていた

だいたことですし、県警本部長として、大分県

の印象も含めて思いを少し聞かせていただけれ

ばと思います。 

松田警察本部長 御質問ありがとうございます。 

 私、着任のときに申していますが、私がどう

こうということではなく、大分県警察としてし

っかりとした仕事をするというところが大事だ

と思うので、それぞれがプロフェッショナルに

なるようにと、自分の責任を果たすようにと申

しました。そういった環境をつくっていくのが

私の仕事と思っています。 

 さきほどのプロフェッショナルになるのは私

も同じで、警察本部長のプロフェッショナルと

して、今おっしゃっていただいたように、大分

県のことを知り、職員のことを知り、いろんな

人の話を聞きながら、しっかりと警察本部長と

しての職務をやらなければいけないことがある

ので、例えば、さきほど申した環境づくりとか、

そういったところをしっかりとやっていきたい

と考えています。 

志村委員 ありがとうございます。思い返すと、

東日本大震災のときに本部長になられた方がい

ます。大変印象的でしたが、大分県警の警察官

を向こうに派遣されました。派遣のときの訓示

ですね、これに大変感激して、翌年の県警の警

察官募集のポスターにもなったことで、実は私

の事務所にまだ貼っています。とにかく必ず帰

ってこいというのが、やはり警察官は命をかけ

てやっている、本部長自身、自分の命を大事に

し、県民を大事にする、そういう共通認識も高

まったのかなと思っているので、御自身のオリ

ジナリティなお考えをぜひこの赴任の間に大分

県警察にいかしていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

阿部委員長 ほかにないですか。なければ、私

から一つ。 

 さきほどの衛藤副委員長の質問の答弁で、警

察官の配置が県民人口当たりの全国平均を下回

っているという話でしたが、これは治安や交通

などの状況などを考えて、充足していると見る

のか、足りないと見るのか、ここら辺はどう考

えているかをお聞かせ願いたい。せっかくなの

で、少なければ増員をお願いしたいとかそうい

うのがあれば。 

足達警務課長 一つさきに申し上げたのは、負

担率で計算すると、あと２４０名ほど増員すれ

ば水準に達するということでした。警察職員の

適正な人数というのは、これに加えて地域性と

か犯罪の情勢とか、そういったものもあるので、

大分県の場合、この人数であればというのはな

かなか難しいと思います。 

 さきほど警視庁は負担率が少ないと申しまし

たが、外からの流入する人口は多いし、昼間と

夜間の人口は違うし、少ないから警視庁が十分

なのかと言えば、そうではないといったような

感じで、大分県も実情に応じた中で適正な人数

はいくらなのかということは、なかなか難しい

ところで、少子化も進んでいるし、いろんな財

政事情や他県との比較等もあるので、現在の条

例の定数、与えられた人数をもって十分責務を

果たすために配置の見直しとか人事の見直しを

進めて、県民の皆様の期待に応えていかなけれ

ばならないなと考えています。 

 答えにはなっていませんが、よろしいでしょ

うか。 

阿部委員長 そう言わずに、増やしてください

よと。そこら辺も考えていただきたいと思いま

す。 

足達警務課長 できれば、多いに越したことは
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ないです。現状の人数で頑張っていきたいと思

います。（「よろしくお願いします」と言う者

あり） 

阿部委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別にないようですので、これをも

って警察本部関係を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

午後２時２１分 休憩 

――――――――――― 

午後２時２５分 再開 

阿部委員長 委員会を再開します。 

これより、教育委員会関係の説明に入ります

が、説明に入る前に本日は初めての委員会です

ので、まず私から御挨拶を申し上げます。  

〔委員長挨拶〕 

阿部委員長 それでは、委員の自己紹介をお願

いします。 

〔委員自己紹介〕 

阿部委員長 次に、事務局職員を紹介します。 

議事課の井上君です。（起立挨拶） 

政策調査課の甲斐君です。（起立挨拶） 

続いて、執行部の自己紹介をお願いします。 

〔教育長挨拶〕 

〔幹部職員自己紹介〕 

阿部委員長 ありがとうございました。 

それでは、教育委員会関係の令和４年度教育

委員会組織及び重点方針等について、執行部の

説明を求めます。 

渡辺理事兼教育次長 令和４年度の行政組織及

び重点事業等のうち、教育委員会組織等につい

て御説明します。 

  お手元の文教警察委員会説明資料の３ページ

をお願いします。 

  １の教育委員会は、教育長と５名の教育委員

による合議制の執行機関となっています。引き

続き、教育の政治的中立性、継続性、安定性の

確保に意を用いつつ、他方で総合教育会議等の

仕組みが設けられた趣旨を踏まえ、知事部局と

の連携を図っていきます。 

  委員会会議の開催にあたっては、議案のみな

らず協議、報告事項を多数設定し、率直な意見

交換を行うなど、委員会の活性化に努めていま

す。また、学校現場や市町村教育委員会の実情

把握、課題認識の共有等をしっかりと図りなが

ら、教育行政の推進に取り組んでいきます。 

  次に、２の教育庁の組織です。 

  本庁においては、令和４年４月１日付けで、

特別支援教育課に新設特別支援学校開校準備班

を、体育保健課に全国高校総体準備班を新設し

ました。 

新設特別支援学校開校準備班は、令和６年４

月に開校予定の大分地域の新設特別支援学校の

ためです。 

また、全国高校総体準備班は、令和６年度に

大分、福岡、佐賀、長崎の北部九州４県で合同

開催される全国高等学校総合体育大会の準備の

ためです。 

  次に、教育機関については教育人事課に属す

る教育センター、高校教育課に属するくじゅう

アグリ創生塾、社会教育課に属する３施設、文

化課に属する３施設と合わせて、８施設となっ

ています。 

なお、これら教育委員会事務局等の職員数は

４月１日現在で３８８名です。 

  次に、４の県立学校です。 

高等学校が本校３８校と分校１校と定時・通

信制が１校、特別支援学校が本校１５校と分校

２校、中学校が１校の合計５８校となっていま

す。 

  以上の組織体制の下、大分県の教育の振興を

図っていきます。 

重親教育改革・企画課長 令和４年４月１日に

公表した今年度の大分県教育委員会の重点方針

について御説明します。 

委員会資料４ページをお願いします。 

それでは標題下、リード文を御覧ください。 

教育行政全体に係る考え方を記載しており、

ポイントは４点あります。 

１点目は、教育活動と新型コロナウイルス感

染症対策を両立することで、ｗｉｔｈコロナに

おいても子どもの学びを止めないということを

改めて明示するとともに、２点目として、生徒

指導上の課題や障がいのある児童生徒の増加等、
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学校における多様性を前提とし、これらの児童

生徒を支援しつつ教育活動を進めるという観点

から包摂性の向上を掲げています。また、３点

目、４点目として、ＧＩＧＡスクール構想によ

る教育分野のデジタル改革と、ＳＴＥＡＭ教育

等の教科横断的な学習を通した地方創生を担う

多様な人材の育成を引き続き掲げています。 

これらの全ての教育分野を貫く考え方を整理

した上で、具体的には三つの柱で取組を進める

こととしています。 

一つ目の柱は、子どもの力と意欲の向上に向

けた組織的な取組の推進です。 

芯の通った学校組織を基盤とした教育水準の

向上として、学校マネジメントの深化、授業改

善の徹底、体力向上の推進・健康課題への対応、

いじめ・不登校対策等の推進、教職員の資質向

上、そして学校における働き方改革を推進して

いきます。 

二つ目の柱は、ＧＩＧＡスクール構想の実現、

教育のデジタル改革です。 

１人１台端末の環境が整って２年目となるこ

とを踏まえ、整備から活用のフェーズの取組を

一層加速させるため、黒ダイヤで記載した５点

を掲げています。 

具体的には、１人１台端末を効果的に活用し

た授業改善、それを支えるＩＣＴ教育サポータ

ーの配置拡充、遠隔・オンライン授業やＡＩド

リル等の先端技術を活用した新たな教育方法の

推進、障害のある児童生徒に向けたＩＣＴの活

用促進、端末の持ち帰りによる学習への活用促

進などを進めていきます。 

三つ目の柱は、地域を担う人づくりと活力あ

る地域づくりの推進です。 

時代の変化を見据えた教育の充実を通じて地

方創生を担う人材を育成するため、５点を掲げ

ています。 

具体的には、リード文でも触れましたがＳＴ

ＥＡＭ教育等の探究的な学びの推進、地域づく

りに貢献する魅力・特色ある高校づくりの推進、

さらに令和４年度からさくらの杜高等支援学校

も開校したことから、特別支援学校における職

業教育の一層の充実などを進めていきます。 

５ページを御覧ください。 

各分野別の重点項目については、大分県長期

教育計画の四つの分野に基づき施策を整理して

います。学校教育、社会教育、文化財・伝統文

化、スポーツのそれぞれの分野について、ロー

マ数字の八つのカテゴリの中に重点項目を記載

しています。 

この重点方針の下、教育の実を上げられるよ

う、全力を尽くしていきます。 

寺川教育財務課長 令和４年度教育委員会予算

の概要について御説明します。 

 説明資料の６ページをお開きください。 

 表の下から３段目の教育委員会計の当初予算

額は１,１０６億７,８０５万７千円です。 

  これをその右の令和３年度当初予算額と比較

すると、その右の欄にあるように２７億１,５

４８万１千円の減、率にすると２.４％の減と

なっています。 

  内訳は、その下にあるとおり、事業費が約２

億４千万円の増、人件費は約２９億６千万円の

減となっています。 

 事業費の増は、ＩＣＴの効果的な活用を推進

するためのＩＣＴ教育サポーターの経費の増額

や、令和５年度に開催される国民体育大会九州

ブロック大会の準備経費等を計上したことによ

るものです。 

人件費の減は、教職員数の減、期末勤勉手当

の支給率の減などによるものです。 

重親教育改革・企画課長 続いて、教育庁各課

室の組織、分掌、重点事業について御説明しま

す。 

教育改革・企画課です。委員会資料の７ペー

ジをお願いします。 

 まず、１の組織は、総務班、広報・調整班、

経理班、改革企画班、法務班の五つの班で構成

し、職員数は２３名となっています。また、地

方機関は中津、別府、大分、佐伯、竹田、日田

の６教育事務所があり、職員数は全部で５１名

となっています。 

 次に、８ページの２の分掌事務について、主

なものとして、（１）教育改革の推進に関する

こと、（３）教育委員会の議事及び議事録に関
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すること、（７）教育に係る広報広聴に関する

こと、（１１）訴訟に関する事務の連絡調整に

関することなどを担当しています。 

 次に、３の重点事業についてですが、当課に

おいては、（１）芯の通った学校組織を基盤と

した教育水準の向上に努めていきます。 

神﨑教育デジタル改革室長 教育デジタル改革

室です。委員会資料の９ページをお願いします。 

 まず、１の組織についてですが、教育デジタ

ル改革班の１班で構成し、職員数は７名となっ

ています。 

次に、２の分掌事務について、主なものとし

て、（１）教育のデジタル化の推進に係る総合

企画及び連絡調整に関すること、（２）先端技

術やデジタル教材等の普及・活用に関すること

などを担当しています。 

 次に、３の重点事業について、教育委員会の

重点方針であるＧＩＧＡスクール構想の実現に

向け、ベースとなる教育ネットワークの安定的

運用を図ります。 

また、ＩＣＴ教育サポーターの育成や派遣な

ど、教員のＩＣＴ活用指導力向上と１人１台端

末の活用推進を図ります。あわせて、遠隔授業

や教育データ利活用など、先端技術等を活用し

た教育を推進していきます。 

大和教育人事課長 教育人事課です。委員会資

料の１０ページをお願いします。 

 まず、１の組織についてですが、企画・研修

班、給与制度班、給与管理班、教育庁人事班、

小中学校人事班、県立学校人事班、採用試験・

免許班の七つの班で構成し、職員数は３１名と

なっています。また、教育センターについては、

総務企画部、教科研修・ＩＣＴ推進部、特別支

援教育部、教育相談部の四つの部で構成し、職

員数は２９名となっています。 

 次に、２の分掌事務について、主なものとし

て、（１）教育庁及び教育機関の職員並びに市

町村立学校県費負担教職員の人事に関すること、 

（６）と（７）教員等の採用選考試験、校長等

管理職の昇任選考試験に関すること、（８）教

職員の給与、手当等に関することなどを担当し

ています。 

 次に、１１ページの３の重点事業についてで

すが、（１）勤務時間の適正管理と在校等時間

の縮減に向けた働き方改革を推進していきます。 

 また、引き続き（２）広域人事異動や教職員

評価システムの効果的運用等を通じた人材育成

と教職員の意識改革を図っていきます。 

寺川教育財務課長 教育財務課です。委員会資

料の１２ページをお願いします。 

 まず、１の組織についてですが、企画・予算

班、学校運営支援班、施設管理班の三つの班で

構成し、職員数は大分県奨学会への業務援助を

含め１７名となっています。 

 次に、２の分掌事務について、主なものとし

て、（３）県立学校等の施設及び設備の整備に

関すること、（６）就学奨励に関することなど

を担当しています。 

 次に、３の重点事業についてですが、（１）

県立学校施設整備の推進については、教育環境

の改善を図るため、老朽化した校舎等の長寿命

化を目的とした大規模改造事業や第三次特別支

援教育推進計画に基づき、別府地区特別支援学

校の再編整備など県立学校の施設整備を進めま

す。 

木下福利課長 福利課です。委員会資料の１３

ページをお願いします。 

 まず、１の組織についてですが、管理予算班、

健康支援班の二つの班で構成し、職員数は１１

名となっています。 

 次に、２の分掌事務について、主なものとし

て、（１）教育庁及び教育機関の職員の保健、

元気回復及び安全衛生に関すること、（６）公

立学校共済組合大分支部に関することなどを担

当しています。 

 次に、３の重点事業についてですが、（１）

若年期からの生活習慣病予防対策・メンタルヘ

ルス対策を進めていきます。 

 今年度も引き続き、若手職員健康づくり講習

会やこころのコンシュルジュによるメンタルヘ

ルスサポートなどを実施していきます。 

谷川学校安全・安心支援課長 学校安全・安心

支援課です。委員会資料の１４ページをお願い

します。 
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 まず、１の組織についてですが、安全・安心

企画班、学校防災・安全班、いじめ・不登校対

策班の三つの班で構成し、職員数は１３名とな

っています。 

 次に、２の分掌事務について、主なものとし

て、（１）教育に係る子どもの貧困対策の総合

企画並びに指導、助言及び連絡調整に関するこ

と、（２）生徒指導に係る総合企画並びに指導、

助言及び連絡調整に関することなどを担当して

います。 

 次に、３の重点事業についてですが、（１）

ＳＣ・ＳＳＷ等専門スタッフの効果的活用等に

よるいじめ・不登校対策等の推進、（２）防災

教育モデル実践事業や登下校時の安全確保対策

等による防災・防犯・交通安全対策の推進など

に取り組んでいきます。 

武野義務教育課長 義務教育課です。委員会資

料の１５ページをお願いします。 

 まず、１の組織についてですが、管理予算班、

義務教育指導班、幼児教育推進班、学力向上支

援班の四つの班で構成し、職員数は１８名とな

っています。                                           

 次に、２の分掌事務について、主なものとし

て、（１）と（２）市町村立学校の教育課程、

学習指導等の学校教育に関すること並びにそれ

らの指導及び助言、（３）と（４）市町村立学

校の学力向上対策に関すること及び全国・県の

学力調査に関することなどを担当しています。 

 次に、３の重点事業についてですが、（１）

新学習指導要領の円滑な実施のための指導・支

援の充実を図ります。また、（３）新大分スタ

ンダードを意識した単元構想に基づく主体的・

対話的で深い学びの実現に向けた授業改善など

にも取り組んでいきます。加えて、（６）へき

地・小規模校における遠隔教育や先端技術の活

用等、教育デジタル改革室と連携したＧＩＧＡ

スクール構想の実現、（８）英語４技能の育成

に向けた小・中・高等学校の学びをつなぐ英語

教育の推進などにも取り組んでいきます。 

続いて、幼児教育センターです。委員会資料

の１６ページをお願いします。 

 １の組織についてですが、義務教育課長と義

務教育課幼児教育推進班員が兼務・併任となっ

ています。 

 幼児教育センターは、所長を含めた正規職員

４名と、資料には表していませんが、幼児教育

アドバイザー３名を配置し、計７名体制となり

ます。 

 次に、２の分掌事務ですが、（１）幼児教育

関係職員の研修に関すること、（４）幼児教育

に係る関係機関及び関係団体との連絡調整に関

することなどを担当し、福祉保健部こども未来

課と連携しながら、県内の教育・保育水準の向

上を目指します。 

 次に、３の重点事業についてですが、（１）

幼児教育の充実を目指した研修体制の整備を図

るために、①幼児教育関係者と連携し研修の検

証や改善を進めるとともに、②幼児教育スーパ

ーザイザーを希望する施設に派遣します。また、

③全ての幼児教育施設に対して一体的な研修支

援を行うための市町村幼児教育アドバイザーの

養成などに取り組んでいきます。 

友成特別支援教育課長 特別支援教育課です。

委員会資料１７ページをお願いします。 

まず、１の組織についてですが、企画・整備

班、指導班、新設特別支援学校開校準備班の三

つの班で構成し、職員数は１２名となっていま

す。 

今年度から、新設特別支援学校開校準備班を

新設し、聾学校跡地に開校予定の新設校の開校

準備を進めていきます。 

 次に、２の分掌事務について、主なものとし

て、（１）県立特別支援学校及び特別支援学級

における教育その他の教育上特別の支援を必要

とする児童生徒及び幼児に対する教育の振興に

係る総合企画並びに指導、助言及び連絡調整に

関すること、（３）県立特別支援学校の就学に

関することなどを担当しています。 

 次に、３の重点事業についてですが、（１）

特別支援学校高等部生徒の一般就労促進のため、

各学校の進路指導の強化や特性に応じた仕事の

提案を行うジョブ・コンダクターを配置して一

般就労率の向上に努めます。 

（２）第三次大分県特別支援教育推進計画に
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基づく新設特別支援学校等の計画的な再編整備

を進めます。 

また、昨年度、方針を定めた別府地区特別支

援学校の再編整備については、いずれの学校も

施設の大規模改修が必要なことから、工事内容

等の検討を行っていきます。 

小中学校等においては、（３）個別の指導計

画・教育支援計画の作成・活用を通して、教職

員の専門性の向上を図り、特別支援教育の充実

に努めます。 

山田高校教育課長 高校教育課です。委員会資

料の１８ページをお願いします。 

 まず、１の組織についてですが、管理予算班、

グローバル人材育成推進班、産業教育指導班、

高校教育指導班、高校改革推進班の五つの班で

構成し、職員数は２２名となっています。 

 次に、２の分掌事務について、主なものとし

て、（１）県立高等学校及び県立中学校の教育

課程、学習指導進路指導等に関すること、（５）

産業教育、定時制教育及び通信教育に関するこ

と、（８）県立高等学校の適正規模及び学校・

学科の適正配置に関することなどを担当してい

ます。 

 次に、１９ページの３の重点事業についてで

すが、新学習指導要領の確実な実施に向けた指

導・支援の充実、主体的・対話的で深い学びの

実現に向けた授業改善をさらに進めていきます。 

また、英語４技能育成システムの構築や１人

１台端末を活用したＥｄＴｅｃｈ（エドテック）

教材の導入、生徒の思考力、創造力を育成する

ためのＳＴＥＡＭ教育の推進などに努めていき

ます。 

森山社会教育課長 社会教育課です。委員会資

料の２０ページをお願いします。 

 まず、１の組織についてですが、管理予算班、

生涯学習推進班、社会教育班の三つの班で構成

し、職員数は１６名となっています。うち１名

については、生活環境部の私学振興・青少年課

への併任となっています。 

 地方機関については、県立図書館は、総務企

画課、サービス課、学校・地域支援課の三つの

課で構成し、職員数は３２名となっています。 

 また、香々地青少年の家は事業課で構成し、

職員数は７名、九重青少年の家は事業課で構成

し、職員数は７名です。 

 次に、２の分掌事務について、主なものとし

て、（１）生涯学習の推進のための施策の企画

及び連絡調整に関すること、（２）社会教育の

振興のための企画及び指導助言に関することな

どを担当しています。 

次に、３の重点事業についてですが、（１）

学校・家庭・地域が連携し地域全体で子どもの

健全育成に取り組む地域学校協働活動の推進、

（２）図書館・青少年の家・体験型子ども科学

館Ｏ－Ｌａｂｏ（オーラボ）を通じた青少年の

健全育成の推進、（３）多様な学習機会の提供

と、生涯を通じた学びの成果を地域活動に活か

す人材の育成に努めていきます。 

小原人権教育・部落差別解消推進課長 人権教

育・部落差別解消推進課です。委員会資料の２

１ページをお願いします。 

 まず、１の組織についてですが、管理予算班、

人権教育推進班の二つの班で構成し、職員数は

８名となっています。 

 次に、２の分掌事務について、主なものとし

て、（１）人権教育及び部落差別解消の推進に

係る企画調整に関すること、（２）人権教育及

び部落差別解消に係る関係機関及び関係団体と

の連絡調整に関することなどを担当しています。 

 次に、３の重点事業についてですが、（１）

昨年改訂した大分県人権教育推進計画を踏まえ、

人権尊重の３視点による人権の授業づくりの推

進、（２）大分県人権問題講師団等を活用した、

多様な人権課題に応じた学習機会の充実、（３）

日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒への

支援の充実などに努めていきます。 

森文化課長 文化課です。委員会資料の２２ペ

ージをお願いします。 

 まず、１の組織についてですが、教育文化班、

文化財班の二つの班で構成し、職員数は１４名

となっています。うち２名については企画振興

部、大分県芸術文化スポーツ振興財団への併任

等となっています。 

 教育機関は、歴史博物館が職員数１１名、先
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哲史料館が８名、埋蔵文化財センターが１３名

となっています。 

２３ページの２の分掌事務についてですが、

主なものとして、（２）文化財の保護に関する

こと、（７）学校の文化関係団体に関すること 

などを担当しています。 

 次に、３の重点事業についてですが、（１）

大分県文化財保存活用大綱を基盤とした、活か

して守る持続可能な文化財保護体制の確立、特

に市町村における地域計画の作成推進に努めて

いきます。 

また、（２）バーチャル･ミュージアム等の

最新デジタル技術を活用し、おおいたの歴史・

文化の魅力発信を進めていきます。 

佐保体育保健課長 体育保健課です。委員会資

料の２４ページをお願いします。 

 まず、１の組織についてですが、管理予算班、

学校保健・食育班、学校体育班、生涯スポーツ

班、競技力向上対策班、全国高校総体準備班の

六つの班で構成し、大分県スポーツ協会への業

務援助３名を含め職員数は３４名となっていま

す。 

次に、２の分掌事務について、主なものとし

て、（１）学校体育に関すること、（２）と

（３）生涯スポーツや競技スポーツに関するこ

と、（４）と（５）学校保健や食育に関するこ

と、（８）児童生徒の健康管理に関することな

どを担当しています。 

次に、２５ページの３の重点事業についてで

すが、体力向上対策として、体育専科教員を活

用した授業改善を推進するとともに、（１）の

とおり１校１実践などの学校内での組織的な取

組を強化していきます。また、子どもと向き合

い効果的な教育活動を行うための学校における

働き改革を推進するため、（２）のとおり総合

型地域スポーツクラブ等と学校が連携した新た

な部活動の調査研究を実施します。さらに、健

康課題への対応として、（３）のとおり肥満傾

向児の出現率の低下に向けた取り組みを推進す

るとともに、歯と口の健康については、引き続

きフッ化物洗口を進めるなど、バランスのとれ

た身体づくりを推進します。 

阿部委員長 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの報告について、委員の皆様から質

疑、御意見などはございませんか。 

衛藤副委員長 昨年、福祉保健委員会で放課後

児童クラブの話が出ていました。放課後児童ク

ラブは運営がうまくいっているところは学校と

の連携が非常にうまくいっていて、児童の情報

交換なんかも密接にできているということでし

た。一方で、そこの連携が学校によって、理解

や協力にばらつきというか、差異があるように

伺っています。 

 そういった中で、教育委員会として放課後児

童クラブとの連携をどのように考えているのか、

連携をこういう形で深めていく等あれば、具体

的にお伺いできればと思います。 

 それと、委員会資料５ページの幼児教育セン

ターに係るところで、幼児教育の充実や幼小の

円滑な接続に向けた研修体制の整備という部分

があります。ちょうど幼児教育センターの設立

に向けて、私も一般質問で取り上げたりしてい

ました。その当時、幼小という言葉じゃなくて、

幼保小という言葉を使っていたと思います。こ

の中でどうして保という言葉がこの中から抜け

落ちているのか教えていただけませんか。 

 もう一つ、４ページにＧＩＧＡスクール構想

の記載があります。ＡＩドリルは非常にすばら

しいと思います。積極的に導入していただきた

いですが、対象を今どのようにしているかを教

えていただけますか。 

 それと、非常に大きい話になってしまうので、

教育長にぜひ伺いたいですが、教育のデジタル

改革は教育全体の体制や人員配置に非常に大き

な影響を与えると思います。今の人員配置等は

対面授業を前提としていると思いますが、例え

ば、過疎地で教科別の担任が見付からないので

廃校にするとか、そういった問題をクリアでき

る可能性がデジタル改革にはあると思っていま

す。これを突き詰めていくと、授業が下手と言

うと失礼ですが、うまくない先生の対面授業と

授業を教えるのがうまい先生のオンライン授業、

どちらに価値があるのか、こういった評価の物

差しもこれからしっかりと──今この答えが欲
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しいというわけじゃないです、考えていかない

といけないと思います。これらを踏まえて、本

当に３５人学級でも教科別の担任がそれぞれの

クラスに必要なのか、まとめてオンラインでで

きるようになったら、学年で３クラスあるとこ

ろを１人で済むとか、そういった根本的な人員

に対する変革が出てくると思うので、これから

どうあるべきかをぜひ教えていただければと思

います。 

森山社会教育課長 それでは、放課後子ども教

室と放課後児童クラブの連携についてお答えし

ます。 

 放課後子ども教室、放課後児童クラブについ

ては、国の放課後子ども総合プランに基づきな

がら、県内においてもこれまで教室とクラブの

関係者へ、年１回、放課後児童クラブ関係者研

修を実施して、その中で子どもたちの置かれた

状況、喫緊の課題や、あるいは関係者同士の交

流を目的にした研修を行っています。おおむね

コロナ禍にあって半日研修になっていますが、

通常は１日といった日程で行っています。 

武野義務教育課長 幼小の円滑な接続の中の保

が抜けているという御指摘でした。 

 幼の中に保も含んでいる面はあるものの、委

員の御指摘のとおり、保を入れた方がいいと言

うのであれば、そこを幼保小にするのか、幼小

にするのか、再度検討したいと思います。 

神崎教育デジタル改革室長 ＧＩＧＡスクール

構想の対象は、もともとは国が義務制の小学校、

中学校を対象に１人１台端末を国費で入れると

いうことでした。 

 基本的に高等学校については初め、旗振りし

ていませんでしたが、昨年度、国からの通知で、

高等学校についても交付金等を活用して進める

ようにとなり、本県はそれを先取りして令和３

年度当初から整備をして進めています。 

衛藤副委員長 途中ですみません。ＧＩＧＡス

クール構想の対象じゃなくて、ＡＩドリルの対

象を質問しています。よろしくお願いします。 

神崎教育デジタル改革室長 ＡＩドリルは昨年

度から入れていますが、基本的には県立学校の

高校１年生に対して全て入れ、モデル校は小学

校にも入れています。 

岡本教育長 デジタル改革の推進と連動して人

員体制がどうあるべきかという御質問ですが、

デジタル改革が進んだから人を減らすというお

話では必ずしもないだろうと私は考えています。 

 タブレットを１人１台配布していますが、あ

くまでこれは副教材なので、委員もおっしゃっ

たように、基本はフェイス・トゥ・フェイスで

やるのが重要な基本だと考えているから、デジ

タル改革が進んだから減らすという話には直結

しないのかなと考えています。 

 その意味で、学校の先生は、今年が実質２年

目なので、１年間でだいぶ慣れているとは思い

ますが、御指摘のように、やはり先生によって

習熟度合いと言うか、活用度合いは、まだまだ

ばらつきがある状況です。今年度の予算を活用

してＩＣＴ教育サポーターを４０人弱確保でき

ているので、早速、研修に入っています。２人

１チームで週１回ぐらいのペースで各学校に入

ってもらい、こうやればできるんじゃないかと

いう、より良い取組について指導をしてもらっ

ています。当面、力を割くべきはそこだと思っ

ています。 

 それから、さきほど廃校という話も出ました

が、少なくとも県立学校に関しては１校も廃校

させないための取組をしっかりしていきたいと

考えています。 

衛藤副委員長 放課後児童クラブに関してです

が、一番伺いたいのは正直言って義務教育課で

す。義務教育課として放課後児童クラブとの連

携をどのように考えているか、これからどう力

を入れていくのか、具体的なところも含めてぜ

ひ教えていただければと思います。 

 それと、幼保小の話ですが、含まれているの

で、入れてほしけりゃ入れるという言い方は正

直言ってちょっとあんまりだと思います。 

 そもそものスタートの時点として、保育も含

め、幼と保はそもそも一緒じゃないですよね、

今含まれているとおっしゃいましたが、そこも

含めて、幼、保、小と三つの違うものをきちん

と連携、接続させていくのは、もともとのコン

セプトであって、含まれているというのは全く
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違うと思います。今の御答弁で、言葉の定義を

含めて、いかに重視していないかが言葉の端に

透けて見えると思います。そういったものをし

っかり重視していただければと思います。 

 あと、ＡＩドリルは、非常に効果的だと思う

し、限定的ですが、当然効果もしっかり検証し

ないといけないので、効果を見定めて、どんど

ん広げていってほしいと思います。そういった

予算であれば、我々議会もしっかり歓迎して後

押ししていきたいと思うので、お願いします。 

 デジタル改革の推進と連動して人員体制がど

うあるべきか、生徒がどう言っているのか、繰

り返しになりますが、授業がうまくない先生の

対面授業と授業が上手な先生のオンライン授業、

どちらが生徒のためになるかは、これからしっ

かり評価して考えていただきたい。これは危な

いので、突き詰めていくと、全部塾講師でいい

じゃないかという議論にもなりかねないですが、

そういった分も含めて教育のあるべき姿を、必

ずしも対面にこだわる必要もなくなったと思い

ます。じゃ、授業で確保している人員を、足り

ないと言われている部活動とかの専任に振り替

えたり、カウンセラー的な部分に人員を振り替

えたり、総枠は変えずに中身を変えていくこと

もあり得ると思います。そういった御検討も将

来的にぜひ進めていっていただければと思いま

す。 

 １番目と２番目、放課後児童クラブと幼保小

のところは御答弁いただければと思います。 

武野義務教育課長 放課後児童クラブについて

は、学校が社会に開かれた教育課程で、地域と

の連携は非常に重要になってくると思うので、

今後、学校のマネジメントを含めた管理職たち

の研修会などの場において、放課後児童クラブ

との連携をさらに進めていくよう努めていきた

いと思います。 

 次に、さきほど委員がおっしゃった言葉の定

義について、重点方針の一文の幼稚園教育要領

等の等の中に、保育指針や認定こども園の要領

等も含まれて、それらを含めての等です。ここ

で言う場合の幼小も、幼小の接続の研修会をし

ていて、その場には当然保育所の保育士や認定

こども園の方も一緒に参加しているので、ここ

で言う場合の幼児教育の充実には、保育所も含

まれていると考えています。そこでは幼小と書

いてありますが、やはり幼保小と入れた方が分

かりやすいのであれば、そこは検討する必要が

あろうかと思います。 

高橋委員 １０ページ、１１ページ、教育人事

課の３の重点事業の（２）ですね。広域人事異

動や教育職員評価システムの効果的運用等を通

じた人材育成と教職員の意識改革について、広

域人事異動による教職員の意識改革というのは

どういうことを言っているのか、御答弁お願い

したいと思います。 

大和教育人事課長 広域人事異動による人材育

成についてお答えします。 

 広域人事異動については、若年期、新採用で

おおむね１０年以内、三つの人事市域を勤務し、

広域異動することを推進しています。 

 趣旨ですが、若い時期に複数の勤務地を経験

することで、将来のミドルリーダー、管理職と

しての資質を磨くことにもつながっていると考

えています。いろんな地域や環境で教員として

携わることで、将来のリーダーになれるキャリ

ア形成の面からも必要な取組と考えています。 

高橋委員 聞き方が悪かったかな。その後の広

域人事異動による教職員の意識改革というのは

どういう意味なのかを尋ねましたが。 

岡本教育長 人材育成までが一つの文章だと御

理解いただければと思います。つまり、広域人

事異動や教職員評価システムの効果的運用等を

通じた人材育成というのが一つです。それとは

別に教職員の意識改革もやらなきゃいけないと

いう二つの固まりがあると御理解いただければ

と思います。 

高橋委員 分かりました。そういう意味では読

んだときに分かりにくいなというか、何々を通

じたＡとＢということは、前にあるのが全部Ａ

とＢにかかっていると思うんですよね。だから、

教職員評価システムによる人材育成とか意識改

革というのは何となく分かる感じがしましたが、

広域人事異動による教職員の意識改革は何を指

すのかなと思ったので伺いました。 
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馬場委員 私は基本的なところを伺いたいと思

います。 

 一つは、議会でもデジタル化で端末を使って

委員会ができるような時代になってきているよ

うに、学校の中でも１人１台の端末が配備され

デジタル化が進んできています。その中で、教

育委員会の根本的な指針となるＧＩＧＡスクー

ル構想とはどういうことなのか、どういう学校

を目指しているのかというところ。 

 もう一つは、感染拡大が２年間以上、長期間

続いているので、その間に子どもたちは朝、学

校に来て、感染の予防でマスクをして、いろん

な授業も普通どおりできにくい、そして、学校

行事もかなり縮小したりしている。そんな中で

影響と言いますか、不登校が増えたとか、逆に

このＩＣＴ化で不登校の子どもが来るようにな

ったということもあるかも分かりませんが、そ

の影響について、二つの点をお尋ねしたい。 

神崎教育デジタル改革室長 まず、ＧＩＧＡス

クール構想は、２０１８年のＰＩＳＡ調査とい

う世界的なＯＥＣＤ諸国の中でＩＣＴ活用状況

を調査したものがありますが、その中で日本は

ゲームとかで使っている時期は長いですが、学

習で使っている時間が最下位という状況があっ

て、世界的にデジタル化が進んでいる中で日本

は遅れているということがありました。これで

はいけないということで世界に遅れを取らない

ようにＧＩＧＡスクール構想として各学校に１

人１台端末を配備し、高速大容量の通信も備え

て授業改善を図っていこうと、Ｓｏｃｉｅｔｙ

５．０と言われる時代を生きる子どもたちを育

成しようと始まっています。 

 当初５か年計画で端末整備をする予定でした

が、コロナ禍によって一気にタブレットの前倒

し等が進んで、ＩＣＴを効果的に活用した授業

によって教員の働き方改革にもつなげていこう

と現在推進されている状況です。 

谷川学校安全・安心支援課長 まず、不登校の

状況については、令和２年度の直近のデータで、

前年度から１４９人の増で１，９９２人となっ

ています。児童生徒千人当たりでは２２．６人

と全国平均より２．１人上回っている状況です。 

 御指摘のＩＣＴの活用による影響は、家庭学

習支援の拡大により、教育センターに家庭学習

支援員を配置しており、不登校で全く学校とつ

ながりがない子どもたちへの学習支援をＩＣＴ

でつなぐ取組を実施しています。今年度、その

対象を６０人から９０人まで拡大し、また、支

援員も２人から３人にして取組を進めていきま

す。効果的かどうかはまだこれからというとこ

ろです。 

馬場委員 ＧＩＧＡスクール構想は１人１台の

端末といったＩＣＴを授業なりいろんな面で活

用していく、デジタル教科書みたいなものもま

た出てくるのかなと思いますが、あくまでも手

段と思いますが、そういう捉えでいいですか。 

神崎教育デジタル改革室長 おっしゃるとおり

です。１人１台タブレットを常時使うことでは

なく、どの教科にどのように使えば一番効果的

に子どもたちが分かりやすく理解できるのか、

あわせて新学習指導要領に定める目標に向かっ

て効果的な授業改善を図ろうということです。 

馬場委員 最後になりますが、この２年間に子

どもたちが、例えば、給食を黙食したりしてい

るわけですね、随分と影響が出ている気もしま

す。一つの例で不登校を挙げましたが、何かそ

ういう意味では、今日、全国学力・学習状況調

査も実施されたようですが、その中で影響調査

は実施されていないんですね。 

武野義務教育課長 コロナ禍における子どもた

ちの変化ですが、昨日行われた全国学力・学習

状況調査の児童生徒質問集の中で、やはりコロ

ナ禍のことについて問う質問がありました。例

えば、コンピューターを家庭で使う時間も含め

て調査するので、その結果次第でどう変化した

のかは、全てではないと思いますが、一旦分か

るんではないかなと思います。 

 それともう一つ、コロナ禍の様々な影響とい

うことで、例えば、授業時数に関して言えば、

一昨年、一斉休校があり、大分県の一昨年度の

全ての学校の授業時数の平均を取ると、全て教

育課程の１００％以上は小学校、中学校ともに

超えていました。 

 もう１点、さきほどデジタル教科書も出てく
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るのではないかとお話がありましたが、昨年度

から国がデジタル教科書の実証実験を行ってお

り、今年度、大分県の小学校５、６年生と中学

校の全ての学年に、英語のデジタル教科書が配

布されています。このデジタル教科書の使い方

についても、国が示していますが、県でも効果

的な活用についてさらに進めていきたいと考え

ています。（「ありがとうございます」と言う

者あり） 

守永委員 二つお尋ねしたいことがあります。 

まず、第１回定例会で、なかなか臨時職員を

確保できない話があったと思いますが、４月１

日時点あるいは現時点で、その定数の充足状況

はどうなのか。 

 それと、新型コロナウイルス感染症に関して

は、第６波で学校における感染が結構目立って

いましたが、全国的にはどういう状況なのか、

県は全国平均とほぼ同じ状況なのか、それとも

特異的なことがあるのか、もし分かれば教えて

ください。 

大和教育人事課長 １点目の教員定数の充足状

況についてお答えします。 

 今年度、始業時４月８日時点での欠員の状況

ですが、小学校が２９名、中学校が１７名、義

務教育学校が３名、県下合計で４９名となって

います。 

 そのほか県立高等学校においては２名、特別

支援学校においては同じく２名欠員の状況です。 

 現在、教育事務所とともに市町村教育委員会

の協力もいただきながら、臨時講師や潜在的免

許保有者への声かけ等、人材確保に努力してい

ます。引き続きあらゆる方法を活用して欠員が

早期に埋まるよう努力していきます。 

重親教育改革・企画課長 コロナに関してです

が、日々、学校関係者の感染者をモニタリング

しており、第６波では全国的に子どもの感染者

が増えたという傾向ですが、１月から数えてみ

ると、本県の感染者に占める学校関係者、子ど

もや教員ですが、大体２０％弱の推移をしてい

ます。多少の上下はありますが、ずっとそれく

らいで推移していて、これは第５波のときもモ

ニタリングしていましたが、大体同じぐらいの

水準になっています。これが全国に比べて高い

か低いかは全国のデータが手元にないので分か

りませんが、第６波だからといって一気に子ど

もたちの感染がぐっと増えたかというと、全体

数はもちろん増えていますが、そのパーセンテ

ージで言えば、第５波のときとあまり変わらな

い印象を持っています。 

 これがなぜなのかは、結局、感染の原因を見

ると、一番多いのは家庭内感染です。その次に

多いのが経路不明です。学校での感染はその次

に多く、家庭内感染が大体四十数％だとしたら、

学校での感染は十数％になっていて、その傾向

は全国と変わらず、本県の場合で全国と違う点

と言えば、最新の国の調査だと、全国では家庭

内感染が一番多く、その次が経路不明で、その

次が学校という、この順序は本県も変わらない

ですが、本県の場合は経路不明の割合が全国よ

り少なくて、その分、家庭内感染の数字が多く

なっているデータがあります。 

 これを考慮すると、感染が危ないからいろん

なことを止めたらいいんじゃないかということ

ではなくて、感染対策に気を付けながら、子ど

もたちの学びの場を保障していく、そのために、

基本的な対策の徹底が重要だと、これまでの知

見の積み重ねでそのように感じており、引き続

き感染対策を徹底しています。 

守永委員 ありがとうございます。人を育てる

ためには人の手がやはり必要ですから、定数、

足りない部分については早急に確保できるよう

にお願いします。 

 また、コロナの感染症対策についても、学校

が始まってどうなるのかと多くの方が心配され

ているし、見方によっては、学校を介して広が

っていくんじゃないかと心配する声もあるので、

その中で基本に忠実に、手指消毒といろんなも

のを触った手で顔の周りを触らないといったこ

とを子どもたちにいかに徹底させるのかが大事

だと思いますので、その辺の感染症対策等の連

携を取りながら対応していただければと思いま

す。 

重親教育改革・企画課長 ありがとうございま

す。正に学校現場の教員や子どもたちに何を気
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を付けたらいいのかを分かりやすく伝えること

が大事かなと思っています。我々も一応マニュ

アルで、こういうのを気を付けなきゃいけない

よというのはもちろんありますが、実際に県内

の学校で感染拡大につながった事例を収集して

いて、そのときどういったことが原因だったの

かも一覧にしています。こういったことをした

ら学校で感染拡大につながったよと、こういう

ケースではこうした方が良かったよねという具

体的な事例を示して学校現場にも周知していま

しす。それも参考にしながら具体的に取り組ん

でいただければと思っているので、今後もそう

いった分かりやすい情報発信をしていきたいと

思っています。 

守永委員 ありがとうございます。もしよろし

ければ、その事例集を資料としていただけない

でしょうか。 

重親教育改革・企画課長 承知しました。後ほ

どお届けに行きます。（「では、お願いします」

と言う者あり） 

麻生委員 コロナだったり、戦争だったり、答

えのない時代に突入している。こういう中にあ

って教育の在り方というのは本当に難しくなっ

ているのかなと痛感しています。 

 そういう中で、これまでの当たり前が通用し

ない時代になっているのは間違いないのではな

いかな。そういう中で、教育に求められる不易

と流行、こういった部分についてしっかりとど

ういう方向で行くのかを確立していくことが、

難しい問題ではありますが、柱をもう一度立て

直していくことも重要だと思います。このよう

な中で、何点か質問や要望をします。 

 今、年度替わりで相談が多いのは、児童相談

所への一時預かりについてです。発達障がいの

お子さん等いろんなことについて、なかなか先

生方の情報共有や、年度替わりの引継ぎができ

ているのかなという疑問点があります。 

 当然、福祉保健部との連携になるのでしょう

けれども、担任の先生が家庭訪問を取りやめる

という話もあります。それはそれで別に否定す

るわけではありませんが、個別児童に対する支

援ファイルがしっかりできて、それがデジタル

化されて、先生の中で共有されて引継ぎができ

ていれば、対応がまた違ってくるのかなと思い

ます。そういった部分についてどのようになっ

ているのか、お伺いしたい。 

 また、教育デジタル改革というのは、児童生

徒向けの教材としてのデジタル改革と、教職員

の内向きの情報共有のためのデジタル改革なの

か、どういう位置付けになっているか、方向性

の確認をしたいと思います。 

 それから２点目は、前回の文教警察委員会の

ときに、天文学者、医者である麻田剛立の先哲

叢書の普及版がすばらしいなと思い、読ませて

いただきました。お返ししないといけないです

が。ああいったものの冊数がない。例えば、国

東市や杵築市とかのお子さんたち当然全員が読

んで感動するだろうなと思っていますが、冊数

がないと。子どもたちが１人１台タブレットを

持っているので、こういったのは電子図書とし

て読めるようなデジタル改革はどうなっている

のかなと痛感しました。 

 それから３点目は、先般、私が所属している

ある団体で大分市内の中学校、高等学校に本の

寄贈をしました。こういった活動のときに市内

６０校に４冊ずつ寄贈しましたが、なかなか読

まれていないようです。去年の８月か９月に寄

贈して、その後、確認したら、なかなか子ども

たちの手まで届いていないというか、例えば、

協議の中で、電子図書で寄附できないのかとい

う話も一部出ました。県立図書館とか学校の図

書館の在り方として、タブレットが導入されて

いる中で、電子図書の取扱いについて、本県が

全国に先駆けて方向性を協議し、見いだすこと

も大事だと思います。ぜひその辺も今後教育委

員会で調査研究をして、できるような体制を組

んで、支援できる形が取れればなと。 

 質問なり、意見なり、答えられる範囲で、今

年度の宿題として問題提起をさせていただけれ

ばと思います。 

友成特別支援教育課長 最初の御質問の発達障

がいの子どもたちの引継ぎですが、今、県では

個別の指導計画の作成率を１００％に近づける

取組を行っています。これは子ども自身の指導
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の歩みを進めていますが、それをきちんと担任

同士で引き継いでいくことがまず大事だと考え

ています。 

 それから、委員御指摘の相談支援ファイルに

ついては、就学前に発達障がいのある子どもた

ちが医療機関等から受け取って引き継いでいく

位置付けで１０年以上前から続けていますが、

なかなかそれが活用されていないことが指摘さ

れているし、それがあまりに分厚くて持って歩

けるのかとか、そういったことも課題としてあ

ります。 

 県では大分県特別支援連携協議会という、福

祉、医療等の方と協議しながら、相談支援ファ

イルをいかに活用していくのか課題解決に向け

て進めていきたいと思っています。 

森文化課長 先哲叢書の普及版、大変ありがと

うございます。３月に委員に渡した際に、冊数

がないので、これはお返しくださいと言ったと

ころが、今回の課題になっていますが、編さん

計画の中で、冊数を含めて、委員、第三者機関

との議論中で進めています。私どもも、広く子

どもたちが学校教育の中で使ってもらいたい気

持ちがあるものの、何冊刷ったらいいのかと、

紙媒体には限界があるので、他の文化財の保存

活用と同様に、こういった面もデジタル化を進

めていきたいと思っているし、従来から先哲資

料館では、映像、紙芝居といった取組もやって

います。取組の中で、昨年度から活かして守る

大分の文化財保護推進事業があり、おおいたデ

ジタル図鑑の作成を、予算を付けてもらいなが

ら取組をしています。これは主に国や県指定の

県内の千件の文化財をいつでも、どこでも、誰

でも、楽しく学べると、学校教育と連携した形

でのデジタル図鑑の情報発信の取組をしていま

す。そういったものの中に麻田剛立のみならず、

これまでの先哲叢書の方、それから、今後の編

さん計画の中にある方も含めて御紹介ができれ

ばいいなと思っているし、普及版のようなボリ

ュームのある情報をどこまで載せられるかとい

うのはありますが、そこは大きな課題としてし

っかり受け止めていきます。ありがとうござい

ました。 

 では３点目の県立図書館の電子図書の取扱い

についてお答えします。 

 まず、県立図書館でも、電子書籍については、

昨年の３月から専門書、学術書を中心にサービ

スを開始しました。一昨年のコロナ禍で休館を

余儀なくされ、その中で情報を提供することに

滞りが起こったことで、来館しなくても利用で

きる図書館サービスを一層充実させていきたい。

ただ、一方で、豊後高田市、豊後大野市、津久

見市、宇佐市、それと佐伯市の５市が既に一般

書、読み物を中心にした電子書籍の導入をして

います。ですから、県立図書館とすれば、そこ

と少し線を引かせてもらい、学術、それから、

専門書といった部分に特化したサービスです。

これについては、県立学校の生徒、また、私立

学校の高校生にも、ＩＤ、パスワードを付与し

て、いつでも利用できる状況にしています。 

 一方で、購入した電子資料以外のもの、いろ

んな一般資料の電子化されたもの、そういった

ものについては、先哲史料館、公文書館で、そ

れぞれの持つ資料の電子化を、広く県民に提供

できるデジタルアーカイブといったシステムを

早々につくっていく準備をしています。 

麻生委員 ありがとうございます。支援ファイ

ルに関しては、ぜひデジタル改革を含め、関係

機関とよく連携を図って取組を急いでいただけ

ればと思います。 

 それから、麻田剛立の件ですが、麻田剛立そ

のものが正しく教育界が求めている新たな取組、

その最たる人材だったなと普及版を読んで痛感

しました。先哲者は探求を続けてこられた方な

ので、あの先哲叢書は今後そういう部分で深掘

りしていく、人材育成の核になっていくという

ことを痛感したので、頑張ってほしいと思いま

す。 

 それから、３番目の図書館の電子書籍化をい

かに活用するか、県立図書館も、学校図書館も

そうだろうと思います。限られた予算でいかに

多くの子どもたちに提供するかという視点から

ももっと工夫をしていいのではないかな、ぜひ

そういう部分でもどうあるべきかを教育委員会

として方向性を検討していただければな。 
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 これまでの当たり前が当たり前じゃなくなっ

ている時代が来ていることをしっかり受け止め

て取り組んでいただくことを求めておきます。 

志村委員 最近の報道で竹田市が家庭訪問をや

めるという報道がありました。まず、この報道

ですが、その理由として教員の負担軽減と載っ

ていましたが、市町村立学校を指導、助言する

立場から、県教育委員会はこのことについてど

のように捉えているのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

武野義務教育課長 家庭訪問の廃止についてで

すが、教員の負担軽減のために市町村教委の判

断で行ったということですが、一方、いろんな

考え方があります。例えば、貧困といったよう

なこととか、家庭の事情を知るのには家庭訪問

は必要ではないかという声もあるのは承知して

います。また、現状、県内の多くの学校で家庭

訪問は、例えば、保護者との話合いの中で、学

校で面談をやりましょうとか、ぜひ家に来てく

ださいというと家庭訪問をしたり、また、コロ

ナ禍のときには特に家庭訪問をしていなかった

学校もたくさんありました。 

 ただ、家庭訪問に係る先生の負担は、確かに

大きいと感じていました。働き方改革だけのた

めだけで家庭訪問をやめることについては、竹

田市の判断したことであろうかと思います。そ

のためだけなのか、もっといい方法もあったの

ではないかとは思っていますが、市教育委員会

の判断なので、なかなかこちらから見解や意見

というわけにはいかないと個人的にはそう考え

ています。 

志村委員 要は子どもたちのためにどのように

あるべきかが第一で、その子どもたちの家庭の

事情とかいろいろあると思いますが、そこを教

員の負担軽減というのがどんと出ていることに

ついて、いろんな保護者だとか、一般の方がど

のように思うかというのは、やっぱり議論のあ

るところだと思いますね。 

 そうなると、県教育委員会として指導、助言

の立場から、市教育委員会と話す必要があるの

じゃないかと思います。市のことなので、当然、

市教育委員会が主体的に決めてよろしいことで

すが、そこの問題意識を持って、あるいはどう

いう経過があるかということも含めて、市教育

委員会と話をしながら、県教育委員会としての

指導、助言といった対処をしないといけないな

というのが私の言いたいことです。マスコミの

言うことは非常に影響が大きいと思います。そ

れが第一義に出ていて、そのためにやめるのか

と、とんでもないことを言う人もいると思いま

す。とにかく全面的に子どもたちのためにどう

するべきかを、第一義になるような判断をすべ

きだと思っていますので、適切な対応をしてい

ただきたいと思います。いかがでしょうか。 

武野義務教育課長 委員がおっしゃったような

ことを含めて市教育委員会と話を進めていきた

いと思います。ありがとうございました。 

阿部委員長 ほかに御質疑等ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 ほかに質疑もないようですので、 

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があっ

たのでこれを許します。 

 ①の報告をお願いします。 

山田高校教育課長 令和４年３月大分県立高等

学校の大学等入試結果について御報告します。 

委員会資料の２６ページを御覧ください。 

県立高校の令和４年３月に卒業した生徒の大

学等の進学の状況を３月２９日時点でまとめた

ものです。 

まず、１枚目です。左上の１に概況をまとめ

ていますが、その内容を２以降に記載している

ので、それぞれの表をもとに説明します。 

まず、左下の２合格状況概要を御覧ください。 

令和４年３月卒業生の状況を右端に示してお

り、今年度の卒業者数は６，９４１名でした。 

また、中ほどの国公立大学の現役実数を御覧

いただくと１，７４５名の生徒が合格していま

す。 

 続いて、右上の３国公立大学現役合格率を御

覧ください。これは、今申し上げた現役合格者

実数の１，７４５名を卒業者数６，９４１名で

割って算出したものです。今年度は２５．１％

であり、平成元年度以降最も高い数値となって

います。次にその下の４難関大学・難関学部合
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格者数を御覧ください。この表の数は、過年度

の卒業生を含んでいます。右下の令和４年３月

の合計は２８７名となっており、過去５年で最

も多くなりました。 

個別の大学では、東京大学や大阪大学の合格

者が今年度も二桁を維持していることが特徴と

してあげられます。また、大分大学医学部医学

科には３６名が合格しており、平成元年以降で

最多となっています。 

また、１の概況の三つ目のマルに記載してい

るとおり、専門高校からも多数の大学合格者が

出ており、特に商業科からは１３名の生徒が大

分大学を中心に合格しています。 

 続いて、２７ページの資料を御覧ください。 

今年度の私立大学の状況について、関東、関

西の難関私立大学の合格者数は過去５年の平均

と同程度となっています。また、地元私立大学

合格者数は、３年連続で６００名を超えていま

す。なお、この資料も過年度の卒業生を含んで

います。 

 以上が、令和４年３月の大学等入試結果の状

況です。今後も、生徒の進路実現のため、組織

的な授業改善等、進学力の向上に一層努めてい

きます。 

阿部委員長 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの報告について、委員の皆様から質

疑、御意見などはございませんか。 

志村委員 発表の内容はよく分かりましたが、

せめて大学を出て地元で残って働く方は、大分

大学や大分看護科学大学といった県内にある大

学だと思っています。県内の私立大学は載せて

もらっていますが、少なくとも４と５の間に大

分大学、大分県立看護科学大学の数字も入れる

ことは県教育委員会としては大事なことじゃな

いでしょうか。難関という、じゃあ大分大学は

難関じゃないのかということではいけないです

よ。人材育成という意味で県内に残ってほしい、

４と５の間には地元の大学、地元にある国公立

大学を載せるべきだと思いますが、いかがでし

ょうか。 

山田高校教育課長 貴重な御意見ありがとうご

ざいました。難関大学、難関学部といったカテ

ゴリーをどうするかは別として、地元の大学に

どれだけ進学したか分かるような資料に今後検

討して整理をしていこうと思います。 

志村委員 この表をやり上げましょうよ。今年

から。そして、もう一度配布したらいかがです

か。公の表でしょうから。 

阿部委員長 後日でいいですか。 

山田高校教育課長 では、入れた形でもう一度

提出します。 

阿部委員長 では、お願いします。 

ほかに御質疑等ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 ほかに質疑もないようですので、

これで諸般の報告を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

高橋委員 すみません。時間が迫っているのに

申し訳ないです。 

 この春、新採用者、それから異動される方が

新しい学校等に行きましたが、県立学校の方は

よく分からないですが、義務制の場合、私が現

職のときもそうでしたが、３月中に新しく異動

する学校に１度訪問する先生が多いですよね。

それはその学校の校長から要請をされて行く方

もいれば、自主的に下見ということで、４月１

日以前に１度通勤する道路の確認といった意味

で行く方もいます。 

 その場合、出張扱いなのか、それとも自主的

に行くから年休扱いになるのか。 

 それから、新採用者の場合、３月いっぱいは

まだ学生ですので、まだ採用じゃないですね。

そういう方たちはどういう扱いになるのか。 

 それから、もし仮にその途中で事故等があっ

た場合、自分が起こさなくても、もらい事故と

かもありますよね、慣れない道で側溝に落ちた

とか、どこかぶつけたとかいうことだって当然

考えられます。そういう場合は、教育委員会か

らの補償はどうなっていますか。 

 先生たちがそうして赴任前にそれぞれの学校

を１回訪れている、そういう状況は県教育委員

会としては把握されているのかどうかをお尋ね

したいですが。 

大和教育人事課長 採用前の学校訪問ですが、
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新しく採用された方については、３月時点では

職員の身分を持っていませんので、当然、旅費

も支給されませんし、公務災害にもなりません。 

 臨時講師について、新採も含めてですが、学

校訪問の状況について詳しく把握できていませ

んので、状況を調べてどのような対応をすべき

かを検討させていただきたいと思います。 

高橋委員 特に今言った臨時講師とか新採用者

の扱いについては、本人たちじゃなくて、学校

長から連絡があるんですよ。誰が来ると分かる

から。何月何日に顔合わせするから１度学校に

来てと言って必ずあるんですね。そのときに行

くわけですが、本人たちの身分は、さきほど課

長が言ったように、非常にあやふやな状況なの

で、今のところ、そういう事故とかは聞いたこ

とはないですが、そこら辺の検討をぜひよろし

くお願いします。それができないなら、４月１

日からでいいよという対応にしないと、本当に

もしものときに採用前にパアになることになる。

ただでさえ人材が少ない中で大変もったいない

ので、よろしくお願いします。 

大和教育人事課長 さきほど申しましたが、状

況を調べ、どのように手続を行うべきか検討し

たいと思います。 

阿部委員長 ほかに御質疑等ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別にないようですので、これをも

って教育委員会関係を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 委員の皆さんは、このあと協議を行いますの

で、お待ちください。 

 

〔教育委員会退室〕 

 

阿部委員長 これより、内部協議を行います。 

 まず、県内所管事務調査についてですが、事

務局から説明させます。 

〔事務局説明〕 

阿部委員長 この案で決定してよろしいでしょ

うか。 

  〔協議〕 

阿部委員長 それでは、この案としたいと思い

ます。 

 なお、今後のコロナ等の状況によっては、調

査の中止といった調整が必要となる場合も考え

られるので、今後、調整が必要な場合は、私に

御一任いただきたいと思います。 

 それでは、宿泊の予約等を始めるため、欠席

若しくは離脱する場合は、分かった時点で事務

局へ御連絡ください。 

 次に、県外所管事務調査についてです。 

 現在、県内でも感染が再拡大し、全国的にも

感染者数が高止まりしています。 

 例年だと、初委員会で日程等について協議し

ているところですが、県外調査の実施の有無等

については、他県の状況も踏まえ、改めて６月

の第２回定例会で協議したいと思いますがいか

がでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 それでは、そのようにします。 

次に、事務局から委員会説明資料に関して、

委員の皆様に確認があるので説明させます。 

  〔事務局説明〕 

阿部委員長 以上、事務局から説明させました

が、委員の皆様の御意見を伺います。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 それでは第２回定例会の常任委員

会からは、説明資料は、タブレットでのデータ

提供を原則として、紙資料は予備的に用意する

こととしたいと思います。 

 以上で予定されている案件は終わりました。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別にないようですので、これをも

って、委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 


